
議第２４５号 

公の施設の指定管理者の指定について 

次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

(1) 自転車等駐車場（広駅前自転車等駐車場） 

(2) 呉市地域駐車場（安浦大新開駐車場） 

２ 指定管理者 

大阪市中央区森ノ宮中央１丁目７番１２号 

テルウェル西日本株式会社 

代表取締役 山本 博敏 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 広駅前自転車等駐車場ほか１施設の指定管理者を指定するため，地方自治法第２

４４条の２第６項の規定により，この案を提出する。 


